
平
成
十
七
年
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
の
方
法
を
定
め
る
命
令

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業

者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
の
方
法
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

環
境
情
報
の
提
供
の
促
進
等
に
よ
る
特
定
事
業
者
等
の
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該
特
定
事
業
者
の
事

業
活
動
に
伴
う
環
境
へ
の
負
荷
の
程
度
を
示
す
数
値
を
含
む
環
境
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
六
月
以
内
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
当
該
期
限
内
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環

境
大
臣
が
当
該
事
由
を
勘
案
し
て
定
め
る
期
限
内
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
七
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
内
閣
府
・
総
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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